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令和６年（2024年）第２回社会教育委員会議（書面開催）回答票（結果） 

 

【議案報告事項】 

ア 大船学習センター石綿除去等業務に伴う施設利用方針について（生涯学習課） 

      □承認 10名      □不承認 0名 

・その他（不承認もしくはご意見がある場合は、こちらにご記入をお願いいたします。） 

 

 

イ 学習センター集会室等の利用時間枠の変更について（生涯学習課） 

      □承認 10名      □不承認 0名 

・その他（不承認もしくはご意見がある場合は、こちらにご記入をお願いいたします。） 

 

 

ウ 令和６年（2024年）８月から 10月までの行事一覧について 

【意見記述３】参照 

 

 

【連絡事項】 

（１）鎌倉市生涯学習プラン改訂に向けて、小委員会について 

※小委員会の設置、委員の選任について異議はなく承諾された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・蛭田名誉教授はオブザーバーとしての位置で関わっていただきます。 

 

氏名 職業または役職 選出区分 

梨本 加菜 委員 鎌倉女子大学教授 学識経験者 

石井 孝子 委員 公認心理師・臨床心理士 家庭教育 

黒木  康  委員 鎌倉市立腰越小学校長 学校教育 

下山 浩子 委員 鎌倉市青少年指導員連絡協議会会長 社会教育 

島田 正樹 委員 鎌倉市スポーツ協会理事長 社会教育 

【意見記述１】参照 

 

【意見記述２】参照 

 



（２）その他 

 ア 令和６年度神奈川県社会教育委員連絡協議会第１回理事会と総会の報告について 

    ※11月の次回定例会で報告 

 

 イ 令和６年度神奈川県社会教育委員連絡協議会研修会について 

    当日９月２日の研修会参加希望 

      □ 参加希望する 

      □ 参加希望しない 

    ※この研修会は、８月 30日時点で台風のため中止となりました。 

 ウ 次回定例会（11月）の日程について 

      □ 11月６日（水） 

      □ 11月７日 (木) 

    ※次回定例会について、過半数の出席確保ができなかったため再調整し、11月 13日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【意見記述１】ア 大船学習センター石綿除去等業務に伴う施設利用方針について 

・石綿除去作業について、利用不可と利用可が一日で混在していることに不安を感じる人もおられるの 

でないかと思われます。利用不可は、振動や騒音を考慮してのことであり、安全性に問題はないことを 

よく周知してください。 

・早くに除去されて安全に利用できることを望みます。 

 

【意見記述２】イ 学習センター集会室等の利用時間枠の変更について 

・いろいろ検討されていると思います。利用しやすい方法を工夫するしかないと考えます。 

・幅広い個人・団体が利用できるようにすることと、ある程度の利用時間を必要とする者への配慮のバラ

ンスを考えると、２時間枠を基本にすることは理解できます。ただし、準備片づけを含めて３～４時間

必要な団体が２枠連続して予約した場合や、単独での利用が想定しづらい 21 時から 22 時の枠を 19時

から２時間枠とあわせた予約には、使用料を一定程度抑制（減額）しても良いと思います。 

・３時間枠を基本としなかった理由はなぜでしょうか。利用者の利便や不使用時間の減のため、運用や周

知等を今後も見直して、よりよいものにしてください。 

・この変更案ができるまでの過程に問題があると思います。利用頻度の多い文化協会と相談していると

おっしゃっているようですが、それはされていないと思います。利用者の意見の中からという事です

が、その意見の中から、生涯学習課や指定管理の都合のいい方向での考え方は、これからの利用者を減

らします。既に近郊の施設などで練習をしている団体もあります。令和４年 10 月から学習セ ンター

の利用時間の閉館が基本 21 時になったとの事のようですが、いつどのような 経緯かわかりません。

利用者の意見を踏まえてという表現をされていますが、現在利用している方々の意見を本当にひろい

あげて変更案を考えているとは思えません。今回の変更案について利用者が更に変更して欲しいとい

う事があった場合には、その対応はどのようにするのでしょうか。  

 

【意見記述３】ウ 令和６年（2024年）８月から 10月までの行事一覧について 

・９月から 12月までの３か月間は数年前まで教育委員会が事務局であった文化協会と市民団体の協力 

のもと、鎌倉市民文化祭が毎年行われていました。現在は文化課が事務局で開催しています。生涯学習

課の行事予定を先行するのはわかりますが、60年もの歴史ある市民文化祭を担当する文化課との日程

調整を同時期におこない、子供たちが鎌倉の文化に興味を持ち市民文化祭で活動されている皆さんの

文化・伝統の活動を知ってもらい各団体の活動、公演を観に来て頂きたいと思います。そのためにも、

市民文化祭においては文化課との調整をお願いしたいと思います。指定管理になり学習センターの利

用の仕方も変わっているにはわかりますが、市の主催行事でもあるので、お力添えをお願いいたしま

す。 


